
2026年保険改定対応
　この冊子は，２０２６年度保険改定対応版として作成いたしました．
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　小児期の口腔機能はつねに，機能の発達・獲得（ハ

ビリテーション）の過程にあり，各成長のステージに

おいてつねに正常な状態も変化します．機能の発達

が遅れているか，誤った機能の獲得があれば，その

修正や回復を早い段階で行うことが重要になります 1 ．

器質的に異常はないが，正常な口腔機能の獲得が遅

れている状態を適切に評価し，正しい成長に導くた

めに対応することが重要です．

　令和 ６ 年度の診療報酬改定において，小児口腔機

能管理料が見直され，口腔機能発達不全症の診査に

おいて，口唇閉鎖力検査に加え，新たに舌圧検査が

保険収載されました．口腔機能発達不全症は，いま

まさに一般歯科診療所での取り組みが求められてい

ます．本章では，口腔機能発達不全症の保険診療に

ついて解説します．

　口腔機能低下症は診療報酬上，以下のように取り

扱われます 1 ．

 病名 ：口腔機能発達不全症．

 診断基準 ： チェックリスト（資料 １， ２）の A 機

能における「食べる機能」「話す機能」の C 項目に

おいて， 2 つ以上の D 該当項目にチェックがつ

いたものを「口腔機能発達不全症」と診断します．

なお離乳完了前は C- 1 ～C- 9 を，離乳完了後は 

C- 1 ～C- 6 の C 項目を 1 つ含むこととします．

 算定要件 ：上記の診断基準に該当する場合，歯科

疾患管理料（歯管）を算定することが可能です．こ

れに加えて，患者が18歳未満でチェックリストの

該当項目が 3 項目以上の場合，小児口腔機能管理

料（小機能）１ を， ２ 項目の場合は小機能 2 を算定

することができます（図 1 ）．

口腔機能発達不全症の診断と
保険算定について

　小児口腔機能管理料（小機能）は口腔機能の発達不

全を認める18歳未満の患者に対して，正常な口腔

機能の獲得を目的として診療を行った場合に算定

できます．以前，15歳から17歳の患者については，

15歳の誕生日までに管理を開始した場合のみが保険

算定の対象でしたが，令和 ４ 年度診療報酬改定で15

歳を過ぎて管理を開始した場合でも算定可となりま

した 3 ．

　小機能は歯科疾患管理料（歯管）または歯科特定疾

患療養管理料（特疾患）を算定した患者でかつ，口腔機

能発達不全症と診断され，正常な口腔機能の獲得を

目的として継続的な指導および管理を実施する場合

に小児口腔機能管理料を月1回算定できます（図 2 ）．

　小児口腔機能管理料は従来 3 項目以上に該当する

場合に月 1 回60点の算定が可能でしたが，令和 8 年

度の診療報酬改定で，チェックリストにおいて ３

項目以上に該当する者を対象とする小機能 １（90点），

２ 項目に該当する者を対象とする小機能 ２（50点）に

変更されました．また，歯科衛生士の口腔機能に関

する実地指導は，歯科衛生実地指導料の加算ではな

く口腔機能実地指導料（口指導）（46点）として月 1 回

算定できるようになりました（図 3 ，4 ）2 ．問診，口

腔内所見や口腔機能チェックリスト（CHAPTER ２参

照）の情報から口腔機能の発達不全が疑われる患者

に対し，口腔機能発達不全症の診断を目的として検

査を実施します．

　保険点数として算定できるのは①口唇閉鎖力をみ

る小児口唇閉鎖力検査（小口唇），②舌圧をみる舌圧

検査（舌圧）です（図 5 ）．施設基準はなく，検査料算

定にあたっての届け出は不要です．

松村香織／鈴木宏樹
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CHAPTER３　口腔機能発達不全症の保険診療について

 

▶口腔機能発達不全症に関連する診療報酬について

図 1 　口腔機能発達不全症に関連する診療報酬についてフローチャートで表示するとこのようになる（参考文献 ２ より引用改変）．

口腔機能発達不全症と診断された１８歳未満の患者

歯科矯正管理料もしくは歯科訪問診療料の算定
なし

チェックリスト 3 項目以上

管理計画の立案

歯科矯正管理料もしくは歯科訪問診療料の算定
あり

２ 項目該当：小児口腔機能管理料 2
歯科疾患管理料および

歯科衛生実地指導料＋口腔機能実施指導料の算定

下記のいずれかで管理を行う
・歯科疾患在宅療養管理料
・小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導

管理料
・歯科矯正管理料 

該当あり 該当なし

・小児口腔機能管理料 1（90点）　月 １ 回
・小児口腔機能管理料 2（50点）　月 １ 回
・口腔管理体制強化加算（50点）　月 1 回　※口管強のみ
・歯科口腔リハビリテーション料 3（50点）　月 2 回に限り
・口腔機能実地指導料（46点）　月 1 回 ※要施設基準

・舌圧検査（140点）　 3 か月ごと
・小児口唇閉鎖力検査（100点）　 3 か月ごと
・写真撮影はおおむね 3 か月ごと
   （小児口腔機能管理料 3 回算定するにあたり 1 回以上）

評価

口腔機能発達の正常化 管理計画の再立案または中止

改善あり 変化なし
（改善が少ないかほとんどない )

医科疾患が原因となっている可能性が
ある場合は専門科と連携する

口腔機能発達不全症の管理（訓練・指導）
写真による記録

資料 6 - 3 : 指導・管理記録簿

管理計画の作成・交付　写真撮影
管理計画の説明・同意

資料 6 - 1 ， 2 ：歯科疾患管理・小児口腔機能管理 
管理計画書

巻末付録
CHECK！

3 項目以上該当：小児口腔機能管理料 １
歯科疾患管理料および

歯科衛生実地指導料＋口腔機能実施指導料の算定

＜口腔機能発達不全症の診断基準＞
　チェックリストの A 機能における「食べる機能」「話す機能」の C 項目において， ２ つ以上の D 該当項目に
チェックがついたものを「口腔機能発達不全症」と診断する．なお，離乳完了前は C- 1 ～C- 9 を，離乳完了後
は C- 1 ～C- 6 の C 項目を 1 つ含む．
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▶小児口腔機能管理料の保険算定について

小児口腔機能管理料 １（90点）　月 1 回
小児口腔機能管理料 ２（５0点）　月 1 回

＋
歯科口腔リハビリテーション料 3（50点）　月 2 回に限り

口腔管理体制強化加算 （50点）

小児口腔機能管理料に対する加算 
口管強のみ算定可能（要施設基準）

口腔機能実地指導料（46点）

歯科衛生士による口腔機能に関する実地指導に対して算定（要施設基準）

▶小児口腔機能管理に関連する保険算定の例(小児口腔機能管理料 1 に該当する場合)

初回検査月 2 か月 3か月 4か月

小児口腔機能管理料 １（90）
口腔管理体制強化加算（50）※

口腔機能実地指導料 (46)※※

舌圧検査（140）　
口唇閉鎖力検査（100）
歯リハ3*（50）　月2回に限り

小児口腔機能管理料 １（90）
口腔管理体制強化加算（50）※

口腔機能実地指導料 (46)※※

歯リハ3*（50）　月2回に限り

小児口腔機能管理料 １（90）
口腔管理体制強化加算（50）※

口腔機能実地指導料 (46)※※

歯リハ3*（50）　月2回に限り

小児口腔機能管理料 １（90）
口腔管理体制強化加算（50）※

口腔機能実地指導料 (46)※※

舌圧検査（140）　
口唇閉鎖力検査（100）
歯リハ3*（50）　月2回に限り

526点 286点 286点 526点

　※口腔管理体制強化加算の施設基準を満たす診療所のみ
※※��文書提供およびカルテに指導内容の記載が必要．施設基準を満たす診療所のみ
＊歯リハ ３ ：歯科口腔リハビリテーション料 ３

図 2 　18歳未満の口腔機能発達不全症患者に対してチェックリストで 3 項目以上に該当する場合は小児口腔機能管理料 1（90点）
が毎月算定できる．口管強の施設基準を満たす診療所では口腔機能管理強化加算50点が加算される．口腔機能の管理目的に実施
した舌圧検査，小児口唇閉鎖力検査は併算定可能である（参考文献 ２ より引用改変）．

図 3 　令和 8 年度の診療報酬改定において，小児口腔機能管理料（小機能）はチェックリストにおいて ３ 項目以上に該当する者を
対象とする小機能 １（90点）， ２ 項目に該当する者を対象とする小機能 ２（50点）に再編された．また，歯科衛生士の口腔機能に関
する実地指導は，歯科衛生実地指導料の加算ではなく口腔機能実地指導料として独立して算定できるようになった（参考文献 ２
より引用改変）．
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CHAPTER３　口腔機能発達不全症の保険診療について

▶口腔機能発達不全症に関連する検査

舌圧検査　１４０点

舌を口蓋部に押し上げるときの圧力を
舌圧計を用いて測定する検査

小児口唇閉鎖力検査　100点

　　　　口唇閉鎖力測定器を用いて，
　　　　口唇閉鎖力を測定する検査

▶歯科口腔リハビリテーション料 3および口腔機能実地指導料算定時の注意点
 

図 4 　歯リハ 3 は摂食機能療法と同日算定不可，歯リハ 1 ， 2 との併算定は可となっている．口腔機能実施指導料は，歯リハ 3
と別の内容で指導を行い，その内容等についてカルテに記載する必要がある（参考文献 ２ より引用改変）．

口腔機能実地指導料　46点　月 1 回
口腔機能の発達不全を有する患者または口腔機能の低下を来している患者に対して，歯科衛生士が歯科医師の指
示を受けて口腔機能に係る指導を行い，指導内容に係る情報を文書により提供した場合に月 1 回算定する．
施設基準：
 １   口腔機能の指導等に係る適切な研修を受けた歯科衛生士が １ 名以上配置されていること．
 ２   歯科衛生士が口腔機能の指導を行うための設備及び体制を有していること．

注意
・ 1 については，小児口腔機能管理料または歯科疾患在宅療養管理料（歯在管）を算定する患者に対し必

要な指導および訓練を行った場合，月 2 回に限り算定する．
・摂食機能療法を算定した日には算定不可．
・歯リハ 1 ， 2 との同日併算定可．
・カルテに指導・訓練内容を記載する．

注意
・口腔機能実地指導料の文書記載・カルテ記載が必要．
・歯リハ 3 を算定した日において，歯リハ 3 で行う指導・訓練の内容と重複する場合は当該加算は算定

できない．

3 か月に 1回算定可能

図 5 　小児口唇閉鎖力検査，舌圧検査の算定．舌圧検査，小児口唇閉鎖力検査ともに口腔機能発達不全症診断後の患者について
は 3 か月に 1 回算定ができる（参考文献 ２ より引用改変）．

歯科口腔リハビリテーション料 3  （一口腔につき )　月 2回に限り
　 1  口腔機能の発達不全を有する18歳未満の患者の場合　50点
　 2  口腔機能の低下を来している患者の場合　50点
口腔機能発達不全を有する１８歳未満の患者および口腔機能低下を来している患者に指導訓練を行った場合の評価
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